
 

 

「熱中症の自覚症状があ

る作業者」や「熱中症のお

それがある作業者を見つ

けた者」がその旨を報告す

るための体制整備および

関係作業者への周知。 

※報告を受けるだけでな

く、最適温度管理バディ

制の採用、ウェアラブル

デバイス等の活用や労

働環境内での冷却装置

等により、熱中症の重症

状がある作業者を積極

的に把握するように努

める。 

・重篤化防止措置の準備と周

知：熱中症のおそれがある

労働者を把握した場合に

迅速かつ的確な判断が可

能となるよう、①事業場に

おける緊急連絡網、緊急搬

送先の連絡先および所在

地等、②作業離脱、身体冷

却、医療機関への搬送等熱

中症による重篤化を防止

するために必要な措置の

実施手順の作成および関

係作業者への周知。 

これらの措置を怠った場

合、６カ月以下の拘禁刑また

は 50 万円以下の罰金が科さ

れる可能性があります。従業

員の命を守るためにも、また

法令遵守のためにも、今後は

作業環境の見直しや従業員

への教育・訓練の実施がより

一層重要となります。 

カスハラ・就活セクハラ対

策を盛り込む法改正が行

われます 

◆改正の概要 

 

１．ハラスメント対策の強化

【労働施策総合推進法、男女

雇用機会均等法】 

① カスタマーハラスメン

トを防止するため、事業主

に雇用管理上必要な措置

を義務付け、国が指針を示

すとともに、カスタマーハ

ラスメントに起因する問

題に関する国、事業主、労

働者及び顧客等の責務を

明確化する。 

② 求職者等に対するセク

シュアルハラスメントを

防止するため、事業主に雇

用管理上必要な措置を義

務付け、国が指針を示すと

ともに、求職者等に対する

セクシュアルハラスメン

トに起因する問題に関す

る国、事業主及び労働者の

責務を明確化する。 

③ 職場におけるハラスメ

ントを行ってはならない

ことについて国民の規範

意識を醸成するために、啓

発活動を行う国の責務を

定める。 

２．女性活躍の推進【女性活

躍推進法】 

① 男女間賃金差異及び女

性管理職比率の情報公表

を、常時雇用する労働者の

数が 101人以上の一般事業

主及び特定事業主に義務付

ける。 

② 女性活躍推進法の有効期

限を令和 18 年３月 31 日ま

で、10年間延長する。 

③ 女性の職業生活における

活躍の推進に当たっては、

女性の健康上の特性に配慮

して行われるべき旨を、基

本原則において明確化す

る。 

④ 政府が策定する女性活躍

の推進に関する基本方針の

記載事項の一つに、ハラス

メント対策を位置付ける。 

⑤ 女性活躍の推進に関する

取組が特に優良な事業主に

対する特例認定制度（プラ

チナえるぼし）の認定要件

に、求職者等に対するセク

シュアルハラスメント防止

に係る措置の内容を公表し

ていることを追加する。 

⑥ 特定事業主行動計画に係

る手続の効率化を図る。 

３．治療と仕事の両立支援の

推進【労働施策総合推進法】 

○ 事業主に対し、職場にお

ける治療と就業の両立を促

進するため必要な措置を講

じる努力義務を課すととも

に、当該措置の適切・有効

な実施を図るための指針の

根拠規定を整備する。 

 

との回答は 23.5％で 3.1ポ

イント上昇。価格転嫁の遅

れや米国関税措置等で先行

き不透明感を懸念する声も

あり、昨年に比べ、「未

定」の回答が増加していま

す。 

◆正社員の賃上げ率は

4.03％、昨年比 0.41ポイン

トの増加 

中小企業全体の正社員の

賃上げ額（月給）は、加重

平均で 1万 1,074円と、昨

年より 1,412円上回りまし

た。賃上げ率は 4.03％で、

昨年対比では、0.41ポイン

ト増加しています。 

20人以下の小規模企業で

は、賃上げ額（月給）は加

重平均 9,568円、賃上げ率

は 3.54％で、昨年より 0.20

ポイントの増加です。 

 

◆パート・アルバイトの賃

上げ率は 4.21％、昨年比

0.78ポイントの上昇 

パート・アルバイト等の

賃上げ額（時給）は 46.5

円、賃上げ率は 4.21％で

0.78ポイントの増加です。 

一方、20人以下の小規模

企業では、賃上げ額は 37.4

円、賃上げ率は 3.30％で、

昨年より 0.58ポイントの減

少となっています。 

賃上げ率は全体では４％

を超えるなど、中小企業も

賃上げに最大限努力してい

ますが、小規模企業は全体

と比較し賃上げ額・率とも

に低位となっていることか

ら、より重点的な支援が求

められます。 

 

職場での熱中症対策義務

化 

◆改正の概要 

近年の猛暑や職場での熱

中症による死傷災害の増加

を受け、職場での熱中症対策

が法的義務として強化され

ています。具体的には、令和

７年６月１日、職場における

熱中症対策の義務化を含む、

改正労働安全衛生規則が施

行されました。 

対象となるのは、「ＷＢＧ

Ｔ（暑さ指数）28℃以上また

は気温31℃以上の環境で、１

時間以上または１日４時間

を超えての実施」が見込まれ

る作業です。これについて、

熱中症の重篤化を防止する

ため「体制整備」「手順作成」

「関係者への周知」が事業者

に義務付けられました。 

◆主な義務内容 

・報告体制の整備と周知：

中小企業の正社員賃上げ

率 4.03％ 実施しない企業

も 二極化傾向に 
～日本商工会議所・東京商

工会議所の調査より 

 
日本商工会議所・東京商

工会議所は６月４日、「中

小企業の賃金改定に関する

調査」集計結果を発表しま

した。全国の会員企業を対

象に調査したもので、2025

年４月 14日から５月 16日

にかけて行い、3,042社から

回答を得ました。 

定期昇給とベースアップ

を合わせた正社員の賃上げ

率が平均で４％を超えまし

たが、一方で、賃上げしな

い企業も全体の２割に及

び、二極化の傾向がみられ

るとしています。 

 

◆賃上げを実施する企業は

全体で約７割、20人以下の

小規模企業で約６割 

2025年度に賃上げを実施

した企業（予定を含む）は

69.6％と、前年より 4.7ポ

イント低下しました。20人

以下の小規模企業では 57.7%

で 5.6ポイント低下してい

ます。 

また、現時点で「未定」
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